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令和７年１月２７日 

 

 各市町村教育委員会教育長  

 各 教 育 事 務 所 長 

 県立総合教育センター所長   様 

 関 係 各 県 立 高 等 学 校 長 

 県 立 伊 奈 学 園 中 学 校 長 

 

 

埼玉県教育委員会教育長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

令和６年度埼玉県スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー 

関係書類の提出等について（依頼） 

 

 埼玉県スクールカウンセラー及び埼玉県スクールソーシャルワーカーの活用につきま

して、日頃格別の御理解をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、各所属におかれましては、埼玉県スクールカウンセラー及び埼玉県スクールソー

シャルワーカー（市町村教育委員会配置を除く）に対して別添事務連絡を配布の上、下記

のとおり提出・入力くださいますようお願いいたします。 

 なお、教育事務所におかれましては、貴管内の市町村教育委員会に関係書類を御送付く

ださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 提出書類  

⑴ 令和６年度スクールカウンセラー休暇補助簿の写し 

⑵ 令和６年度スクールソーシャルワーカー休暇補助簿又は休暇簿の写し 

  （市町村教育委員会配置を除く） 

  ※⑴及び⑵は、各提出先へ電子データで提出してください。 

          

２ 入力場所 

 下記フォーマットより、埼玉県スクールカウンセラーまたは埼玉県スクールソーシャル

ワーカー（市町村教育委員会配置を除く）本人が入力し、管理職が入力に誤りがないこと

を確認いただいたのち「申し込み」ボタンを押してください。 

※入力については、最終勤務校においてお願いします。 
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楕円



URL:  https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-

u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=86590&accessFrom= 

 

３ 提出・入力期限等 

提 出 者 提 出 先 提出・入力期限 

関係各市町村教育委員会教育長 教育事務所長 令和７年４月１１日（金） 

教 育 事 務 所 長 

県立総合教育センター所長 

関 係 各 県 立 高 等 学 校 長 

県 立 伊 奈 学 園 中 学 校 長 

生徒指導課長 令和７年４月１８日（金） 

 

４ その他 

⑴ 埼玉県スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー（市町村教育委員

会配置を除く）の本年度勤務最終日の勤務校（所）が年間の年次休暇等の取得日

数等を確認の上、御提出・ご入力ください。 

⑵ 原本は勤務最終日の勤務校（入力した勤務校）で保管し、写しをスクールカウン

セラー及びスクールソーシャルワーカーへお渡しください。 

 

 

 

 

担 当：埼玉県教育局県市町村支援部生徒指導課 

総務・不登校対策・中退防止担当 

T E L：048-830-6745 

F A X：048-830-4952 

E-mail：a6740-07@pref.saitama.lg.jp 
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事 務 連 絡 

令和７年１月２７日 

 

 埼玉県スクールカウンセラー 様 

 

 

                        教育局市町村支援部生徒指導課長 

                                  

 

令和６年度埼玉県スクールカウンセラーの休暇補助簿の提出について（依頼） 

 

 日頃、本県児童生徒の生徒指導上の諸課題の解決のために御尽力を賜り、感謝申し上げ

ます。 

 さて、標記の件につきまして、下記のとおり御提出・御入力くださいますようお願いい

たします。 

記 

 

１ 提出書類  令和６年度スクールカウンセラー休暇補助簿（原本） 

 

２ 入力場所 

 下記フォーマットより入力し、最終勤務校（所）の管理職に入力に誤りがないことを御

確認いただいたのち「申し込み」ボタンを押してください。 

URL: https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-

u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=86590&accessFrom= 

 

 

３ 提出・入力期限及び提出部数 

提 出 者 提 出 先 提出・入力期限 

埼玉県スクールカウンセラー 勤務最終日の勤務校（所） 令和６年度の勤務最終日 

 

４ 備考 

⑴ 休暇補助簿（原本）は、勤務最終日の勤務校（所）で保管することになります。写

しを各自で保管してください。 

⑵ 令和７年度も引き続き、埼玉県スクールカウンセラーとして勤務される方には、

令和６年度の休暇補助簿等を基に、年次休暇等の有給休暇を付与することになり

ます。 

⑶ 令和６年度に年次休暇等の有給休暇を取得しなかった場合でも、令和６年度の勤

務最終日に勤務校（所）へ休暇補助簿（原本）を提出ください。 
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        担 当：埼玉県教育局市町村支援部生徒指導課 

             総務・不登校対策・中退防止担当 

             篠田 牛島 

         T E L：048-830-6745 

         F A X：048-830-4952 

         E-mail：a6740-07@pref.saitama.lg.jp 


